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令和２年５月７日 

 

保護者の皆様 

 

高知市保育幼稚園課長 山中 理枝  

 

本市教育・保育施設の再開と家庭保育協力のお願いについて 

 

日頃は本市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応として，令和２年５月 10日（日）までの保育所等

の原則休園について，ご協力いただいておりますことに感謝申し上げます。 

政府は緊急事態宣言に関し，全都道府県を対象としたまま５月 31日まで延長することを決定し

ましたが，本県など感染抑制地域においては，感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立に配慮し

ながら，段階的に自粛を緩和していく方針が示されました。 

このことを踏まえ，本市の保育所等につきましては，５月 10日で原則休園の期間を終了し，５

月 11日（月）から再開することといたします。 

なお，再開後も教育・保育施設における感染防止を徹底し，子どもの健康と安全を確保するため，

家庭での保育が可能な場合は，できる範囲で家庭保育の協力をお願いすることといたします。 

保護者の皆様には，ご迷惑をおかけすることになりますが，感染拡大防止に向けてご理解とご協

力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 家庭保育協力期間 

令和２年５月 11日（月）～ 令和２年５月 24日（日）  

※今後も感染が落ち着いた状況が続けば，５月 25日（月）から通常保育とする予定です。 

 

２ 家庭保育協力期間における登園状況把握 

家庭保育協力期間中の登園の有無については，各施設で設定した期日までに，別紙の調査表

を各施設へ提出してください。 

 

 

 

 

【 問い合わせ先 】 

 高知市保育幼稚園課  

 電話：088-823-4012 


